
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の案内ガイドに沿って上下方向に移動するとともに下端部に上刃を有し、上部に水平
方向に延びる係合溝が形成されたシャンクと、
このシャンクの上刃に対向して配置され、前記上刃との間で端子の圧着作用を行う下刃と
、
前記シャンクの係合溝内に挿入される係合突部を有し、水平方向および上下方向に駆動さ
れるラムボルトとを備え、
前記シャンクに水平ガイドを固着するとともに、この水平ガイドに前記係合溝内に挿入さ
れるアームを水平方向に移動自在に設け、このアームを前記係合溝内に付勢するとともに
、前記アームに下方へ突出するとともに係合溝へのアーム進入時にストッパにより係止さ
れ、係合溝からのアーム後退時にストッパから外れる突出棒を突設したことを特徴とする
端子圧着装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は連鎖端子を一個ずつ切り離しながらこの端子を電線のストリップ部に圧着して取
り付ける端子圧着装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来から端子を電線のストリップ部に圧着して取り付ける端子圧着装置として、図５（ａ
）（ｂ）に示すものが知られている。図５（ａ）（ｂ）において、端子圧着装置１０はフ
レーム１０ａに固着された一対の案内ガイド１１ａ，１１ｂと、この案内ガイド１１ａ，
１１ｂに沿って上下方向に移動するとともに下端部に上刃１３を有するシャンク１２と、
シャンク１２の上刃１３に対向して配置された下刃１４とを備え、上刃１３と下刃１４と
の間で連鎖端子を一個ずつ切り離しながら、端子を図示しない電線のストリップ部に圧着
して取付けるようになっている。
【０００３】
シャンク１２の上部には水平方向に延びる係合溝１４が形成され、ラムボルト３０が水平
方向に移動してラムボルト３０の係合突部３１が、シャンク１４の上部に設けられた係合
溝１４内に挿入されるようになっている。
【０００４】
電線のストリップ部に端子を圧着するには、ラムボルト３０の係合突部３１をシャンク１
２の係合溝１４内に挿入し、その後ラムボルトを下方に駆動して、シャンク１４の下端部
に設けられた上刃１３と下刃１４との間で端子を圧着している。
【０００５】
他方、上刃１３または下刃１４を交換する際、まず案内ガイド１１ｂに設けられた固定用
ネジ３５によりシャンク１２を固定するとともに、下刃１４上にゴム３６を配置する。次
にラムボルト３０を水平方向に駆動してシャンク１２の係合溝１４からラムボルト３０の
係合突部３１を引き抜いた後、上刃１３または下刃１４の交換を行っている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、ラムボルト３０の係合突部３１をシャンク１２の係合溝１４から引き抜く
場合、案内ガイド１１ｂに設けられた固定用ネジ３５を締め付けることによりシャンク１
２を案内ガイド１１ａ，１１ｂ間で固定するとともに、下刃１４上にゴム３６を配置し、
シャンク１２が自重で落下したり、上刃１３と下刃１４との間にカジリ、破損が生じるこ
とを防止している。
【０００７】
しかしながら、固定用ネジ３５によりシャンク１２を固定する構造では、固定用ネジ３５
の締め付けを忘れたり、下刃１４上にゴム３６を配置することを忘れると、シャンク１２
が自重で落下し、これにより上刃１３と下刃との間でカジリ、破損が生じてしまう。
【０００８】
本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、ラムボルトの引き抜き時にシャン
ク１２の落下を確実に防止することができる端子圧着装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、一対の案内ガイドに沿って上下方向に移動するとともに下端部に上刃を有し、
上部に水平方向に延びる係合溝が形成されたシャンクと、このシャンクの上刃に対向して
配置され、前記上刃との間で端子の圧着作用を行う下刃と、前記シャンクの係合溝内に挿
入される係合突部を有し、水平方向および上下方向に駆動されるラムボルトとを備え、前
記シャンクに水平ガイドを固着するとともに、この水平ガイドに前記係合溝内に挿入され
るアームを水平方向に移動自在に設け、このアームを前記係合溝内に付勢するとともに、
前記アームに下方へ突出するとともに係合溝へのアーム進入時にストッパにより係止され
、係合溝からのアーム後退時にストッパから外れる突出棒を突設したことを特徴とする端
子圧着装置である。
【００１０】
端子圧着作業を行う際、ラムボルトを水平方向に駆動して係合突部をシャンクの係合溝内
に挿入する。この場合、係合突部によりアームが外方へ後退し、これに伴って突出棒がス
トッパから外れる。次にラムボルトが降下して、シャンクの下端部に設けられた上刃と、
上刃に対向して設けられた下刃との間で圧着作業が行われる。次に上刃または下刃を交換
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する際、ラムボルトを水平方向に駆動して係合突部をシャンクの係合溝から引き抜く。こ
の場合、アームが係合溝側へ進入し、これに伴って突出棒がストッパに係止され、突出棒
とストッパによりシャンクの自重落下が防止される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図４は、本発明に
よる端子圧着装置の一実施形態を示す図である。本実施形態において、図５に示す従来技
術と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００１２】
図１乃至図４に示すように、端子圧着装置１０はフレーム１０ａに固着された一対の案内
ガイド１１ａ，１１ｂと、この案内ガイド１１ａ，１１ｂに沿って上下方向に移動すると
ともに下端部に上刃１３を有するシャンク１２と、シャンク１２の上刃１３に対向してフ
レーム１０ａに設けられた下刃１４とを備え、上刃１３と下刃１４との間で連鎖端子を一
個ずつ切り離しながら、端子を図示しない電線のストリップ部に圧着して取付けるように
なっている。
【００１３】
シャンク１２の上部には水平方向に延びる係合溝１２ａが形成され、またラムボルト３０
が水平方向および上下方向に駆動されるようになっている。このラムボルト３０はその下
端に係合突部３１を有し、この係合突部３１はシャンク１２の係合溝１２ａ内に挿入され
るようになっている。
【００１４】
さらにまた、シャンク１２の側方には水平ガイド１５が固着され、この水平ガイド１５に
はアーム１７が水平方向に移動自在に設けられている。このアーム１７は、シャンク１２
の係合溝１２ａ内に常時挿入されているとともに、水平ガイド１５に設けられたスプリン
グ１６によりシャンク１２の係合溝１２ａ側へ進入するよう付勢されている。またアーム
１７は、ラムボルト３０の係合突部３１が係合溝１２ａ内に挿入した場合、係合突部３１
によりスプリング１６の力に抗して外方へ後退するようになっている。
【００１５】
またアーム１７には、下方へ突出する突出棒１８が突設されている。この突出棒１８は、
アーム１７の係合溝１２ａへの進入時に案内ガイド１１ａの上端に係止してシャンク１２
の降下を防止するようになっており、またアーム１７の係合溝１４からの後退時に、案内
ガイド１１ａから外れてシャンク１２が降下できるようになっている。このように案内ガ
イド１１ａは、突出棒１８に対してストッパとしての役割を果すが、案内ガイド１１ａの
他に独立したストッパを設けてもよい。
【００１６】
次にこのような構成からなる本実施形態の作用について説明する。
まず、図２（ａ）（ｂ）に示すように、ラムボルト３０を水平方向に駆動して、ラムボル
ト３０の係合突部３１をシャンク１２の係合溝１２ａ内に挿入する。
【００１７】
ここで図２（ａ）はラムボルト３０をシャンク１２に装着した場合の端子圧着装置の平面
図であり、図２（ｂ）はその正面図である。
【００１８】
図２（ａ）（ｂ）に示すように、ラムボルト３０の係合突部３１がシャンク１２の係合溝
１２ａ内に挿入されると、ガイド１５に設けられた係合突部３１がアーム１７をスプリン
グ１６の力に抗して押し出し、このようにしてアーム１７が外方へ後退する。アーム１７
の後退に伴って、突出棒１８が案内ガイド１１ａから外れ、シャンク１２は自由に降下可
能となる（図１（ｂ）参照）。
【００１９】
次にラムボルト３０が下方へ駆動され、シャンク１２が降下する。この場合、シャンク１
７の下端部に設けられた上刃１３と、フレーム１０ａに設けられた下刃１４との間で連鎖
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端子が一個ずつ切り離され、切り離された端子が電線のストリップ部に圧着される。
【００２０】
次に上刃１３および下刃１４を交換する際、図３（ａ）（ｂ）および図４に示すように、
ラムボルト３０が水平方向に駆動され、ラムボルト３０の係合突部３１がシャンク１２の
係合溝１２ａから引抜かれる。ここで図３（ａ）はラムボルト３０とシャンク１２との装
着を解除した場合の端子圧着装置の平面図であり、図３（ｂ）はその正面図である。また
図４は端子圧着装置の側面図である。
【００２１】
ラムボルト３０の係合突部３１がシャンク１２の係合溝１２ａから引抜かれると、水平ガ
イド１５に設けられたアーム１７がスプリング１６の力により係合溝１２ａ側へ進入する
。アーム１７の進入に伴って、突出棒１８が案内ガイド１１ａの上端に係止され、シャン
ク１２の降下が防止される（図１（ａ）参照）。
【００２２】
図１（ａ）（ｂ）に示すように、本実施例によれば、突出棒１８が案内ガイド１１ａの上
端に係止された場合、シャンク１２の降下が防止され、突出棒１８が案内ガイド１１ａの
上端から外れた場合、シャンク１２が自由に降下できるようになっている。このため、ラ
ムボルト３０の係合突部３１をシャンク１２の係合溝１２ａから引抜いた場合、シャンク
１２の自重落下を防止することができ、ラムボルト３０の係合突部３１をシャンク１２の
係合溝１２ａに挿入して確実に端子圧着作業を行うことができる。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ラムボルトの係合突部をシャンクの係合溝内に挿
入して、係合突部によりアームを外方へ後退させ、これに伴って案内棒をストッパから外
すことにより、端子圧着作業を行うことができる。またラムボルトの係合突部をシャンク
の係合溝から引き抜くと、アームが係合溝側へ進入し、これに伴って突出棒がストッパに
より係止される。このように突出棒とストッパにより、シャンクの自重落下が防止される
ので、上刃と下刃の間のカジリ、破損を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による端子圧着作業の一実施例を示す斜視図であって便宜上シャンクを取
り除いた図。
【図２】端子圧着作業のラムボルトをシャンクに装着した状態を示す図。
【図３】端子圧着装置のラムボルトとシャンクとの装着を解除した状態を示す図。
【図４】端子圧着装置のラムボルトとシャンクとの装着を解除した状態を示す側面図。
【図５】従来の端子圧着装置を示す図。
【符号の説明】
１０　端子圧着装置
１１ａ，１１ｂ　案内ガイド
１２　シャンク
１３　上刃
１４　下刃
１５　水平ガイド
１６　スプリング
１７　アーム
１８　突出棒
３０　ラムボルト
３１　係合突部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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